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建設系廃棄物の適正処理に係るチラシについて（送付） 

 

 建設系廃棄物の適正処理の推進につきましては、平素から格別の御理解と御協力を

賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、今般、建設系廃棄物に関係する自治体及び民間団体で構成する「青森県建設

系廃棄物適正処理推会議」において、建設系廃棄物の適正処理に係るチラシを別添の

とおり作成しましたので送付します。 

つきましては、貴協会員等に対する建設系廃棄物の適正処理に関する啓発等に御活

用くださるようお願いします。 

 

記 

 

１ 送付物 

 チラシ「建設系廃棄物の処理責任は元請業者にあります！」 

 

２ その他 

 上記チラシのほか、建設系廃棄物の適正処理のための資料については、県庁ウェ

ブサイトの下記ページに電子データを掲載しています。 

   

建設系廃棄物の適正処理のための手引き等について 

 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/hozen/kenpai_edu-tools.html 

 

 

 

 

  

【担当】 
青森県 環境生活部 環境保全課 

  廃棄物・不法投棄対策グループ 成田 
  電話 017-734-9248（直通） 
  Fax 017-734-8081 
  Mail shun_narita＠pref.aomori.lg.jp 





この印刷物は3,000部作成し、印刷経費は1部あたり3.3円です。
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